
兵庫教区教務所発 第 145号
2025(令不日7)年 7月 22日

組 長 各 位
コミュメール登録寺院様

兵庫教区教務所長

西 本 浩

区令発布通知について

拝啓 組長各位には、教区宗務についてご尽力を賜つてお りますこと厚くお

ネL申 しあげます。

この度、2025年度第186回兵庫教区臨時教区会の議決を経た 「兵庫教区寺

院振興対策委員会設置規則の一部を変更する区令」を発布いたしましたの

で、管内への周知方くださいますよう、ご依頼申しあげます。

記

1.兵庫教区区令第1号 別紙添付

以  上



2025(令 和 7)年度兵庫教区臨時教区会 (通算第 186回 )の議決を経た
「兵庫教区寺院振興対策委員会設置規則の一部を変更する区令」をここに発布する。

2025(令 和 7)年 7月 22日

兵庫教区教務所長  西 本 浩

区令第 1号

兵庫教区寺院振興姑策委員会設置規則の一部を変更する区令

兵庫教区寺院振興対策委員会設置規則 (平成 21年 区令第 1号)の一部を次のよう

に変更する。

第 3条第 1項第 9号を同項第 10号 とし、同項第 4号から同項第 8号までを 1号ず
つ繰 り下げ、同項第 3号の次に次の 1号を加 える。

四 過疎地域に所在する寺院への相談対応及び助言その他活動支援に関すること

第 11条 を第 12条 とし、第 6条から第 10条までを 1条ずつ繰 り下げ、第 5条の

次に次の 1条を加 える。

(過疎対応担当委員の指名 )

第 6条 委員長は、必要に応 じて、委員の うちか ら、第 3条第 1項第 4号に規定する

所掌事項について重点的に対応す るための過疎対応担当委員を指名す ることがで

きる。

附 則
この区令は、教区会の議決を得た 日 (令和 7年 7月 14日 )か ら施行する。



兵庫教区寺院振興姑策委員会設置規則の一部を変更する区令

新旧対照条文表

案 (変更後 ) 現行 (変更前)

(所掌事項 )

第 3条 教区委員会は、次の各号に掲げる事項

をつかさどる。

一 寺院の活動実態等の調査、収集整理及

び把握に関すること

二 人 口動態及び門徒その他の信者層の動

向調査並びに把握に関すること

三 各宗教団体の活動状況の調査及び把握

に関すること

旦  過疎地域に所在する寺院への相談対応

及び助言その他活動支援に すること

五 寺院振興対策の実施計画に関すること

六 中央寺院振興対策委員会 (以下「中央委

員会」とい う。)の指示に基づく対応処理

に関すること

七 総局が決定した寺院振興対策の推進実

施に関すること

人 寺院振興対策の推進について中央委員

会に建議 し、又は意見を述べること

九 寺院振興金庫にかかる貸付・助成申請

の事前審査に関すること

十 前各号のほか、必要なこと

2 教務所長は、教区委員会で決定し、又は実

施 した事項について、総局に報告 しなければ

ならない。

(所掌事項 )

第 3条 教区委員会は、次の各号に掲げる事項

をつかさどる。

一 寺院の活動実態等の調査、収集整理及

び把握に関すること

二 人 口動態及び門徒その他の信者層の動

向調査並びに把握に関すること

二 各宗教団体の活動状況の調査及び把握

に関すること

四 寺院振興対策の実施計画に関すること

五 中央寺院振興対策委員会 (以下「中央委

員会」とい う。)の指示に基づく対応処理

に関すること

六 総局が決定 した寺院振興対策の推進実

施に関すること

七 寺院振興対策の推進について中央委員

会に建議 し、又は意見を述べること

人 寺院振興金庫にかかる貸付・助成申請

の事前審査に関すること

九 前各号のほか、必要なこと

2 教務所長は、教区委員会で決定 し、又は実

施 した事項について、総局に報告 しなければ

ならない。

(委員長及び副委員長 )

第 5条 教区委員会に、委員長及び副委員長各

1人を置 く。

2 委員長は、教務所長をもつてあて、会務を

統理する。

3 副委員長は、委員のうちから教務所長が指
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(過疎対応担当委員の指名 )

第 6条 委 員長は、必要に じて、委 員の うち

か ら、第 3条第 1項第 4号 に規庁す る所掌事

項について重点的に対応す るための過疎対

応担 当委 員を指名す る ことがで き る ^

(常任委員会 )

第 7条 教区委員会に、必要に応 じて、常任委

員会を置くことができる。

2 常任委員会は、委員長及び副委員長、並び

に委員の うちから教務所長が指名する常任

委員若千人で組織する。

3 常任委員会は、教区委員会の委任 した事項

及び臨時緊急の案件について協議する。

(専門部会 )

第 8条 教区委員会に、その所掌事項を分担処

理するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の設置及び組織などについては、

委員長が教区委員会に諮って決める。

(関係者の招致 )

第 9条 教区委員会、常任委員会及び専門部会

には、必要に応 じて、専門的知識を有する者

その他関係者などを招致 し、意見を聞くこと

ができる。

(招集 )

第 10条 教区委員会は、教務所長が招集す

る。

2 教区委員会に、常任委員会又は専門部会が

設置された場合には、前項の規定を準用す

る。

(経費 )

第 11条 教区委員会の運営に必要な経費は、

教区会計をもつて措置する。

(補則 )

第 12条  この区令の施行について必要な事

名 し、委員長に事故があるときは、その職務

を代行する。

(常任委員会 )

第 6条 教区委員会に、必要に応 じて、常任委

員会を置 くことができる。

2 常任委員会は、委員長及び副委員長、並び

に委員の うちから教務所長が指名する常任

委員若千人で組織する。

3 常任委員会は、教区委員会の委任 した事項

及び臨時緊急の案件について協議する。

(専門部会 )

第 7条 教区委員会に、その所掌事項を分担処

理するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の設置及び組織などについては、

委員長が教区委員会に諮つて決める。

(関係者の招致 )

第 8条 教区委員会、常任委員会及び専門部会

には、必要に応 じて、専門的知識を有する者

その他関係者などを招致し、意見を聞くこと

ができる。

(招集 )

第 9条 教区委員会は、教務所長が招集する。

2 教区委員会に、常任委員会又は専門部会が

設置 された場合には、前項の規定を準用す

る。

(経費 )

第 10条 教区委員会の運営に必要な経費は、

教区会計をもつて措置する。

(ネ甫貝1)

第 11条  この区令の施行について必要な事
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項は、教務所長が教区委員会に諮って決め

る。

附 則

この区令は、教区会の議決を得た日 (令和 7

年 7月 14日 )か ら施行する。

項は、教務所長が教区委員会に諮って決め

る。
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兵庫教区教務所発 第 147号
2025(冬秀日7)年7月 22日

組 長 各 位
コミュメール登録寺院様

兵庫教区教務所長

西 本 浩

区令発布通知について

拝啓 組長各位には、教区宗務についてご尽力を賜つてお りますこと厚 くお

ネL申 しあげます。

この度、2025年度第 186回兵庫教区臨時教区会の議決を経た 「親鸞聖人御

誕生850年立教開宗800年慶讃法要 兵庫教区神戸別院法要事務所設置規則の

廃上に関する区令」を発布いたしましたので、管内への周知方くださいます

よう、ご依頼申しあげます。

記

1.兵庫教区区令第2号 別紙添付

以  上



2025(令 和 7)年度兵庫教区臨時教区会 (通算第 186回 )の議決を経た
「
翌嘱評誇轄 B5♂年

年
慶讃法要希唇諦屍

法要事務所設置規則の廃上に関す

る区令」をここに発布する。

2025(令 和 7)年 7月 22日

兵庫教区荻務所長  西 本 浩

区令第 2号

翌範浄誇弊 B5♂零
慶讃法要

婦唇諦屍
法要事務所設置規則の廃上に関する区令

翌亀″誇弊 急
5♂
年
年
慶讃法要森唇諦麗法要事務所設置規則

(令和 2年区令第 1

号)は、廃止する。

附 則
この区令は、教区会の議決を得た 日 (令和 7年 7月 22日 )か ら施行する。

唾騨


